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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の形状に形成された一枚のシート又は中空板から組み立てられる箱と、
　被包装物と接触する内側面に、前記被包装物を包んだ状態を保持するための包装用粘着
剤が塗布された緩衝用シートと
を備え、
　前記緩衝用シートは、前記箱を組み立てたときに主に外側となる前記シート又は中空板
の外側面に、該緩衝用シートの前記内面側を接触させて予め取り付けられており、
　前記箱が組み立てられるときに、折り返され、被包装物を包装する際、前記被包装物を
包んだ状態で前記箱内に収納され、
　前記シート又は中空板は、順につながったほぼ矩形状の正面部、底面部、背面部、及び
蓋としての上面部と、前記正面部に前記底面部の反対側で連結された折込み片とを有し、
　前記緩衝用シートの前記正面部側の縁部が、前記折り込み片に取り付けられている
ことを特徴とする緩衝用シート付き包装箱。
【請求項２】
　前記緩衝用シートは、矩形状であり、該緩衝用シートの前記正面部側の縁部が、前記折
り込み片に、前記包装用粘着剤よりも強力な粘着力を有する取付け用粘着剤によって、剥
離可能に貼着された
ことを特徴とする請求項１に記載の緩衝用シート付き包装箱。
【請求項３】
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　前記緩衝用シートは、矩形状であり、前記シート又は中空板の前記外側面に、前記正面
部から前記上面部にわたって予め取り付けられている
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の緩衝用シート付き包装箱。
【請求項４】
　前記緩衝用シートは、前記内側面の縁部に、前記包装用粘着剤が塗布されていない非粘
着部を有する
ことを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の緩衝用シート付き包装箱。
【請求項５】
　前記緩衝用シートは、前記内側面のほぼ全面に前記包装用粘着剤が塗布されており、該
緩衝用シートによって、前記被包装物が密閉された状態で包まれる
ことを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の緩衝用シート付き包装箱。
【請求項６】
　前記中空板は、紙製の段ボールである
ことを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載の緩衝用シート付き包装箱。
【請求項７】
　前記緩衝用シートは、気泡シートである
ことを特徴とする請求項１～６のいずれか一項に記載の緩衝用シート付き包装箱。
【請求項８】
　前記被包装体が、矩形板状の電子機器である
ことを特徴とする請求項１～７のいずれか一項に記載の緩衝用シート付き包装箱。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、緩衝用シート付き包装箱に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、携帯電話などの電子機器や、コンピュータ用の基板などの包装方法として、ま
ず、被包装物を緩衝用シートに包み、あるいは、緩衝用シートを用いて形成された収納袋
に収納し、次に、緩衝用シートに包まれ、あるいは、収納袋に収納された被包装物を、上
面部が蓋として開閉する紙製の段ボール箱（通常、Ｎ式箱とも呼ばれる。）に収める包装
方法が知られている。
　また、包装は、輸送中の衝撃などから、様々な構造の製品（被包装物）を保護すること
から、製品の出荷などにおいては、ほぼ必ず必要であり、また、包装資材の削減や包装作
業における作業性などを向上させることなども要望されている。このため、様々な技術が
提案されている。
【０００３】
　たとえば、特許文献１には、直方体に形成され内部が中空の梱包箱と前記梱包箱内に収
納する緩衝部材からなり、前記緩衝部材は段ボール紙製の側面部材及び底面部材をコ字状
に形成し、ビニール製の横緩衝シートを前記底面部材の両端から上方に突出するように取
り付け、縦緩衝シートを前記側面部材の挿通孔を挿通して側面部材の内部に向かって突出
するように取り付けたことを特徴とする緩衝材付き包装用箱の技術が開示されている。
【０００４】
　また、特許文献２には、段ボール紙等の板紙を素材として組立形成される通常構造の箱
体と、その箱体の側壁及び上下フラップの内側全面にわたり内張りされた剥離可能な熱収
縮性のフィルムとからなり、そのフィルムの接着を上下フラップのみに限定するとともに
、上フラップでは部分的に、下フラップに対しては全面的にそれぞれ接着して、フィルム
を梱包時には上フラップから剥離して箱体内の物品の熱収縮包装に、廃棄時には下フラッ
プからも剥離して箱体と分離可能に構成してなることを特徴とする梱包用紙箱の技術が開
示されている。
【０００５】
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　また、特許文献３には、開口部を有する紙製箱の本体部分と、前記本体部分の側壁及び
／又は端壁の内面に固着された複数の可撓性内部フラップとを有し、該内部フラップは、
前記固着された部分から上方に延び、該上方延長部分は、前記本体部分に詰込まれた内容
物の上面を少なくとも部分的に覆うのに十分な長さを有することを特徴とする２重包装箱
の技術が開示されている。
【０００６】
　また、特許文献４には、箱と、その内部にあって被包装物を箱の壁から離して支持する
上下一対の支持手段とから構成され、支持手段が、開口を有する水平支持板とその四辺か
ら垂直に立ち上がり、または立ち下がる垂直支持板とからなり、上記開口部に張り渡した
弾性シートを有するものであって、２枚の水平支持板を対向させて２枚の弾性シートの間
に被包装物を挟んで保持するタイプの包装箱において、弾性シートとして、プラスチック
フィルムにエンボス加工を施して多数の突起を形成したもの、またはこの突起を有するプ
ラスチックフィルムの一方または両方の面に平坦なプラスチックフィルムを貼り合わせた
ものを使用したことを特徴とする包装箱の技術が開示されている。
【０００７】
　また、特許文献５には、積層気泡シートにより形成される収納袋であって、前記積層気
泡シートが、内部に収納物を収納可能な収納空間を有する袋状に形成され、袋の一側に、
前記収納空間に対して前記収納物を出し入れ可能な開口が形成されるとともに、この開口
の縁部が、折り曲げられて当該開口を覆って前記収納空間を外部から封止可能な蓋部とな
る袋本体と、前記袋本体が載置される載置面に接する当該袋本体の表面に備えられる、当
該載置面に貼着可能な袋本体貼着部と、前記蓋部の前記開口を覆った状態で前記袋本体の
表面と接する面に備えられる、当該袋本体の表面に貼着可能な蓋部貼着部と、を備えるこ
とを特徴とする収納袋の技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００８－１２７０３８号公報
【特許文献２】特開平１１－１０５８５８号公報
【特許文献３】実開平６－６１７５９号公報
【特許文献４】特開平１０－３５７３７号公報
【特許文献５】特開２０１２－２０７６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ところで、近年、携帯電話や携帯用情報端末などの電子機器が広く普及しており、使用
されている携帯電話や携帯用情報端末の数量は、膨大である。
　また、破損や故障などによって修理に出される携帯電話や携帯用情報端末の数量も、多
量であり、通常、修理された携帯電話や携帯用情報端末は、例えば返却用の包装箱などに
収められた状態で、ユーザや代理店などに送り届けられる。
【００１０】
　ここで、携帯電話や携帯用情報端末は、通常、ほぼ矩形板状であるが、機種や型式など
によって、形状や大きさが微妙に異なっている。このため、上記の返却用の包装箱は、形
状などが異なる携帯電話や携帯用情報端末を、安全に保護した状態で包装できることが必
要である。
　また、修理された携帯電話や携帯用情報端末は、通常、手作業によって包装されるので
、包装箱は、使い勝手及び作業性などを向上させることが要求される。
　さらに、包装箱や緩衝材などの包装用資材などにおいては、製造原価のコストダウンを
図り、経済性などを向上させることや、資源の再利用の促進を図ることなども要望されて
いる。
【００１１】
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　しかしながら、上述した特許文献１～５の技術は、本発明に関連する技術ではあるもの
の、例えば、携帯電話などを包装する場合、特許文献１～４の技術は、携帯電話などの包
装に適用しようとしとも、構造が適していなかったり、あるいは、構造が複雑であり、製
造原価のコストダウンを図る必要があった。
　また、特許文献５の技術は、収納袋を所定の載置面に容易かつ確実に固定でき、サイズ
の異なる複数の収納物の収納にも柔軟に対応が可能で、さらに、リサイクル性や易開封性
にも優れているものの、例えば、携帯電話などを包装する場合においては、さらに、使い
勝手、作業性及び経済性などを向上させることが要望されていた。
【００１２】
　本発明は、以上のような事情に鑑み提案されたものであり、使い勝手、作業性、被包装
物に対する保護性能及び経済性などを向上させることができ、また、資源の再利用の促進
を図ることのできる緩衝用シート付き包装箱の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記目的を達成するため、本発明の緩衝用シート付き包装箱は、所定の形状に形成され
た一枚のシート又は中空板から組み立てられる箱と、被包装物と接触する内側面に、前記
被包装物を包んだ状態を保持するための包装用粘着剤が塗布された緩衝用シートとを備え
、前記緩衝用シートは、前記箱を組み立てたときに主に外側となる前記シート又は中空板
の外側面に、該緩衝用シートの前記内面側を接触させて予め取り付けられており、前記箱
が組み立てられるときに、折り返され、被包装物を包装する際、前記被包装物を包んだ状
態で前記箱内に収納され、前記シート又は中空板は、順につながったほぼ矩形状の正面部
、底面部、背面部、及び蓋としての上面部と、前記正面部に前記底面部の反対側で連結さ
れた折込み片とを有し、前記緩衝用シートの前記正面部側の縁部が、前記折り込み片に取
り付けられている構成としてある。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の緩衝用シート付き包装箱によれば、例えば、被包装物の形状や大きさが微妙に
異なっている場合であっても、シート又は中空板に予め取り付けられた緩衝用シートが、
被包装物を包んだ状態で箱内に収納されるので、使い勝手、作業性、被包装物に対する保
護性能及び経済性などを向上させることができ、また、資源の再利用の促進を図ることが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、本発明の実施形態にかかる緩衝用シート付き包装箱を説明するための、
組立前の内側の概略展開図を示している。
【図２】図２は、本発明の実施形態にかかる緩衝用シート付き包装箱を説明するための、
組立前の外側の概略展開図を示している。
【図３】図３は、本発明の実施形態にかかる緩衝用シート付き包装箱において、側面部及
び正面部の組立動作を説明するための概略斜視図を示している。
【図４】図４は、本発明の実施形態にかかる緩衝用シート付き包装箱において、気泡シー
トを折り返す動作を説明するための概略斜視図を示している。
【図５】図５は、本発明の実施形態にかかる緩衝用シート付き包装箱において、被包装物
を包み込む動作を説明するための概略斜視図を示している。
【図６】図６は、本発明の実施形態にかかる緩衝用シート付き包装箱において、背面部の
組立動作を説明するための概略斜視図を示している。
【図７】図７は、本発明の実施形態にかかる緩衝用シート付き包装箱において、上面部の
組立動作及び包装が完了した状態を説明するための概略斜視図を示している。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
［実施形態］
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　図１は、本発明の実施形態にかかる緩衝用シート付き包装箱を説明するための、組立前
の内側の概略展開図を示している。
　また、図２は、本発明の実施形態にかかる緩衝用シート付き包装箱を説明するための、
組立前の外側の概略展開図を示している。
　図１、２において、本実施形態の緩衝用シート付き包装箱１は、所定の形状に形成され
た一枚の段ボール紙２０と、この段ボール紙２０に予め取り付けられた気泡シート３とを
備えた構成としてある。
　この緩衝用シート付き包装箱１は、後述するように、箱２が、一枚の段ボール紙２０か
ら組み立てられ、かつ、被包装物１１を包装する際、気泡シート３が、被包装物１１を包
んだ状態で箱２内に収納される。
【００１７】
　なお、上記の「この段ボール紙２０に予め取り付けられた気泡シート３」における「予
め」とは、箱２を組み立てる前の時点をいい、通常、緩衝用シート付き包装箱１の製造工
程内の時点である。また、箱２が組み立てられる時点は、通常、緩衝用シート付き包装箱
１の使用者が、使用する時点、あるいは、使用するために用意する時点である。
　また、「内側の概略展開図」における「内側の」とは、箱２が組み立てられた際、主に
内側（被包装物１１を収納する側）についての、といった意味であり、「外側の概略展開
図」における「外側の」とは、箱２が組み立てられた際、主に外側（外部に露出する側）
についての、といった意味である。
【００１８】
（箱）
　箱２は、ほぼ直方体状であり（図７参照）、上述したように、所定の形状に形成された
一枚の段ボール紙２０から組み立てられる。
　なお、本実施形態では、箱２の素材を段ボール紙２０（紙製の段ボールとも呼ばれる。
）としてあるが、これに限定されるものではなく、シート又は中空板であってもよい。
　シートとして、例えば、紙、厚紙、樹脂製の板、又は、紙若しくは樹脂を含む複合材料
からなる板などが挙げられる。また、中空板として、例えば、紙製の段ボール、樹脂製の
段ボール、三層の気泡ボード、二層の気泡ボード、プラスチックハニカムボード、円錐台
形状の中空ピンの先端どうしを溶着させた構造を有する四層のプラスチック構造板（四層
の気泡ボードとも呼ばれる。）などが挙げられる。
【００１９】
　一枚の段ボール紙２０は、ほぼ矩形状の正面部２１、底面部２２、背面部２３及び上面
部２４が、正面側から背面側に向かって順につながっており、底面部２２の右側には、ほ
ぼ矩形状の右側面部２５がつながっており、底面部２２の左側には、ほぼ矩形状の左側面
部２６がつながっている（図１参照）。
【００２０】
　正面部２１は、底面部２２との境界の近傍に、溝型の切込み２１４が形成されており、
正面部２１が折り曲げられると、係入部２４２が係入される係入用開口部２１５が形成さ
れる（図５参照）。
　また、正面部２１は、右側端部が折込み片２５２を介して右側面部２５とつながってお
り、左側端部が折込み片２６２を介して左側面部２６とつながっている。
　さらに、正面部２１は、正面側に、ほぼ矩形状の折込み片２１１がつながっており、折
込み片２１１は、正面側の端部中央に、係入部２４２が係入される切欠２１２が形成され
ており、正面側の端部の左右側に、係合用開口部２２１に挿入される係合部２１３が突き
出るように形成されている。
【００２１】
　底面部２２は、正面部２１との境界の近傍の左右側に、上記係合部２１３が挿入される
係合用開口部２２１が形成されている。
　また、背面部２３は、右側端部が折込み片２５３を介して右側面部２５とつながってお
り、左側端部が折込み片２６３を介して左側面部２６とつながっている。
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　さらに、上面部２４（外フラップとも呼ばれる。）は、背面側に、ほぼ矩形状の折込み
片２４１がつながっており、折込み片２４１は、背面側の端部中央に、係入部２４２（差
込とも呼ばれる。）が形成されている。
　また、右側面部２５は、右側に、ほぼ矩形状の内フラップ２５１がつながっており、左
側面部２６は、左側に、ほぼ矩形状の内フラップ２６１がつながっている。
【００２２】
　ここで、箱２は、直方体状であり、蓋としての上面部２４が、背面部２３と回動可能に
連結されている。これにより、緩衝用シート付き包装箱１は、携帯電話などの矩形板状の
被包装物１１を容易に収納することができる。
　なお、図１、２において、破線は折り線を示しており、これにより、段ボール紙２０を
、容易に、かつ、きれいに折り曲げることができる。
　また、折込み片２５２、２６２、及び、折込み片２５３、２６３は、適宜、切込みなど
が形成されており、組み立てやすい構造としてある。
【００２３】
（緩衝用シート）
　本実施形態では、緩衝用シートとして、ほぼ矩形状の三層の気泡シート３を用いている
（図２参照）。
　ここで、気泡シートには、通常、二層気泡シートと三層気泡シートとがあり、これらは
、通常、樹脂製である。二層気泡シートは、中空状に膨出する多数のキャップが形成され
たキャップフィルムと、このキャップフィルムのキャップ開口側に積層されるバックフィ
ルムとを備えた二層からなる気泡シートであり、三層気泡シートは、二層気泡シートのキ
ャップフィルムのキャップ膨出側に更にライナーフィルムを積層した三層からなる気泡シ
ートで、いずれも、キャップフィルムとバックフィルムにより形成される中空状の多数の
気泡による良好なクッション性（耐衝撃性）を有しており、包装材・緩衝材等として広く
用いられている（上述した特許文献５参照）。
【００２４】
　また、気泡シート３は、ほぼ矩形状としてあり、大きさは、正面部２１、底面部２２、
背面部２３及び上面部２４を合わせた大きさとほぼ同じ、あるいは、僅かに小さくしてあ
る。これにより、後述するように、気泡シート３を二つ折りたたむことによって、被包装
物１１を容易に包むことができる。ただし、気泡シート３の形状などは、上記に限定され
るものではなく、例えば、図示してないが、被包装物１１を包むことができ、かつ、被包
装物１１への衝撃を抑制できる形状や大きさであればよい。
　なお、本実施形態では、緩衝用シートとして、三層の気泡シート３を用いているが、こ
れに限定されるものではない。すなわち、緩衝用シートは、被包装物１１を包むための可
撓性を有し、かつ、緩衝機能を有するシート状のものであればよく、例えば、二層気泡シ
ートやスポンジ状のシートなどでもよい。
【００２５】
　ここで、好ましくは、緩衝用シート付き包装箱１は、中空板を、段ボール紙２０とし、
緩衝用シートを樹脂製の気泡シート３としてあるので、気泡シート３は、段ボール紙２０
に、取り外し可能に取り付けられるとよい。
　このようにすると、緩衝用シート付き包装箱１を使用した後に廃棄する際、樹脂製の気
泡シート３と紙製の段ボール紙２０とを容易に分別して廃棄することができ、資源の再利
用の促進を図ることができる。
【００２６】
　また、さらに好ましくは、ほぼ矩形状の気泡シート３は、正面側の縁部が、段ボール紙
２０の正面側に、剥離可能に貼着されるとよい。
　このようにすると、気泡シート３を容易に取り付けることができるとともに、気泡シー
ト３を取り外す際、気泡シート３に段ボール紙２０の紙片が付着する、あるいは、段ボー
ル紙２０に気泡シート３の小片が付着するといった不具合を回避することができる。　
　また、ほぼ矩形状の気泡シート３は、正面側の縁部が、段ボール紙２０の正面側に貼着
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されるので、気泡シート３の背面側の縁部が、段ボール紙２０の背面側に位置することと
なり、通常、気泡シート３は、ほぼ段ボール紙２０上に折られることなく載置された状態
となる。これにより、例えば、輸送や保管する際などに、組立前の複数の緩衝用シート付
き包装箱１を安定した状態で重ねることができ、省スペース化を図ることができ、また、
容易に取り置きすることができる。
【００２７】
　また、気泡シート３は、被包装物１１と接触する内側面（図１、２参照）、すなわち、
図２においては、段ボール紙２０と接触している側の面に、被包装物１１を包んだ状態を
保持するための包装用粘着剤が塗布されているとよい。
　このようにすると、気泡シート３は、後述するように、被包装物１１を包んだ状態を確
実に保持することができ、被包装物１１にダメージを与えないように保護する性能を向上
させることができる。
【００２８】
　ここで、好ましくは、気泡シート３は、段ボール紙２０と接触している側の面のほぼ全
面に、包装用粘着剤が塗布されているとよい。このようにすると、後述するように、気泡
シート３は、被包装物１１を密封した状態で包むことができ、ごみなどの付着を防止する
ことができるので、商品としての付加価値を向上させることができる。
　なお、包装用粘着剤は、上述したように全面に塗布されている構成に限定されるもので
はなく、例えば、部分的に包装用粘着剤が塗布されていてもよく、また、包装用粘着剤の
塗布パターンが、格子状、市松状、又は、千鳥状などであってもよい。
【００２９】
　また、さらに好ましくは、気泡シート３は、被包装物１１と接触する内側面の縁部に、
包装用粘着剤が塗布されていない非粘着部を有するとよい。具体的には、本実施形態では
、背面側の縁部の一方の角部を、包装用粘着剤が塗布された面どうしが接触するように折
り返し、折返し部３１を形成してある。
　このようにすると、非粘着部として機能する折返し部３１を指で容易に摘むことができ
るので、後述するように、被包装物１１を包装する際、及び、包装された被包装物１１を
取り出す際に、気泡シート３を容易に剥がすことができる。
【００３０】
　さらに、本実施形態では、箱２が、正面部２１と回動可能に連結されている折込み片２
１１を有し、この折込み片２１１の内側面に、気泡シート３が取り付けられている。具体
的には、折込み片２１１の内側面、すなわち、箱２が組み立てられた際、被包装物１１側
の面（図２において、見えている側の面）に、気泡シート３の正面側の縁部が、剥離可能
に貼着されている。なお、この貼着には、粘着剤（取付け用粘着剤とも呼ばれる。）が用
いられ、この取付け用粘着剤は、上記の包装用粘着剤より強力な粘着力を有している。
　このようにすると、包装用粘着剤の塗布された気泡シート３は、保管時などにおいて、
包装用粘着剤が段ボール紙２０と接触し外気に触れないので、包装用粘着剤の劣化を抑制
することができる。また、包装用粘着剤によって気泡シート３が段ボール紙２０に粘着さ
れているので、組立前の緩衝用シート付き包装箱１を取り置きする際、気泡シート３の背
面側の部分が段ボール紙２０から離れてばたつくことがなく、組立前の緩衝用シート付き
包装箱１を容易に取り扱うことができる。
【００３１】
（被包装体）
　本実施形態の被包装物１１は、矩形板状の電子機器であり、このような電子機器として
、例えば、携帯電話や携帯用情報端末などが挙げられる。
　なお、本実施形態では、被包装物１１を矩形板状の電子機器としてあるが、これに限定
されるものではない。
【００３２】
　次に、上記構成の緩衝用シート付き包装箱１における包装手順などについて説明する。
なお、包装手順には、箱２の組立手順、及び、気泡シート３で被包装物１１を包む手順な
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どが含まれるものとする。
　一般的に、緩衝用シート付き包装箱１の使用者は、緩衝用シート付き包装箱１を組み立
てる前に、使用する緩衝用シート付き包装箱１を保管場所から組立場所まで搬送する。
　ここで、組立前の緩衝用シート付き包装箱１を保管及び搬送する際などに、緩衝用シー
ト付き包装箱１は、気泡シート３が段ボール紙２０に予め取り付けられているので、例え
ば、片方を紛失する、あるいは、片方を搬送し忘れるといった不具合などを回避でき、使
い勝手を向上させることができる。
　また、組立前の緩衝用シート付き包装箱１の厚さは、ほぼ段ボール紙２０の厚さ＋気泡
シート３の厚さとなるので、保管スペースなどの省スペース化を図ることができる。
【００３３】
　図３は、本発明の実施形態にかかる緩衝用シート付き包装箱において、側面部及び正面
部の組立動作を説明するための概略斜視図を示している。
　図３に示すように、まず、緩衝用シート付き包装箱１は、気泡シート３の包装用粘着剤
によって貼り着けられている部分が段ボール紙２０から剥がされ、続いて、右側面部２５
、折込み片２５２及び折込み片２５３、並びに、左側面部２６、折込み片２６２及び折込
み片２６３が、約９０°折り曲げられる。この際、使用者は、気泡シート３の折返し部３
１を摘むことができるので、気泡シート３の包装用粘着剤によって貼り着けられている部
分を容易に剥がすことができる。
【００３４】
　次に、折込み片２１１が約１８０°折り曲げられ、続いて、折込み片２５２及び折込み
片２６２が折り込まれつつ、正面部２１が約９０°折り曲げられ、係合部２１３が係合用
開口部２２１に挿入される。これにより、係合部２１３が係合用開口部２２１に係合され
るので、正面部２１、右側面部２５及び左側面部２６は、折り曲げられた状態を保持し、
また、切込み２１４によって、係入用開口部２１５が形成される。
【００３５】
　続いて、図４に示すように、気泡シート３が、底面部２２、背面部２３及び上面部２４
上に載置されるように、折り返される。この際、気泡シート３は、正面側の縁部が、取付
け用粘着剤によって、折込み片２１１の内側面に取り付けられており、かつ、折り返しに
よって、包装用粘着剤の塗布された内側面が、露出する状態となる。
【００３６】
　図５は、本発明の実施形態にかかる緩衝用シート付き包装箱において、被包装物を包み
込む動作を説明するための概略斜視図を示している。
　次に、図５に示すように、被包装物１１が、底面部２２のほぼ中央に位置するように、
気泡シート３上に載置され、続いて、気泡シート３の背面側の部分が折りたたまれるよう
に曲げられることによって、被包装物１１は、気泡シート３によって上下から挟まれるよ
うにして包まれる。
　この際、被包装物１１は、包装用粘着剤によって、気泡シート３に貼り着いており、気
泡シート３によって包まれた状態が維持されるので、被包装物１１が気泡シート３の内部
を移動することによって、被包装物１１がダメージを受けるといった不具合を効果的に抑
制することができる。
　また、被包装物１１の形状や大きさが微妙に異なる場合であっても、緩衝用シート付き
包装箱１の背面側の部分を折り曲げることによって、被包装物１１を包むことができるの
で、作業性を向上させることができる。
【００３７】
　さらに、気泡シート３は、予め段ボール紙２０に取り付けられているので、例えば、被
包装物１１を包んだ気泡シート３を箱２に貼着するなどの作業を行わなくても済み、包装
作業を容易に、かつ、短時間で行うことができる。
　また、気泡シート３は、段ボール紙２０に予め取り付けられているので、包装された状
態において、箱２内の移動が抑制され、被包装物１１にダメージを与えるといった不具合
を効果的に抑制することができる。
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【００３８】
　ここで、好ましくは、気泡シート３の背面側の部分を折り曲げて被包装物１１を包む際
、被包装物１１の右側、左側及び正面側において、被包装物１１の外周からはみ出る上側
の気泡シート３の部分を、被包装物１１の外周からはみ出ている下側の気泡シート３の部
分に貼り着けるとよい。このようにすると、被包装物１１は、気泡シート３によって密封
された状態で包まれるので、ほこりなどの異物の侵入を防止でき、また、右側、左側及び
正面側方向への衝撃に対して、被包装物１１がダメージを受けるといった不具合をより効
果的に抑制することができる。
【００３９】
　図６は、本発明の実施形態にかかる緩衝用シート付き包装箱において、背面部の組立動
作を説明するための概略斜視図を示している。
　次に、図６に示すように、折込み片２５３及び折込み片２６３が折り込まれつつ、背面
部２３が約９０°折り曲げられ、続いて、内フラップ２５１及び折込み片２６１が約９０
°折り曲げられる。
【００４０】
　図７は、本発明の実施形態にかかる緩衝用シート付き包装箱において、上面部の組立動
作及び包装が完了した状態を説明するための概略斜視図を示している。
　次に、図７に示すように、上面部２４が約９０°折り曲げられ　続いて、係入部２４２
が９０°折り曲げられつつ、折込み片２４１が約９０°折り曲げられ、係入部２４２が係
入用開口部２１５に係入される。
　これにより、係入部２４２が係入用開口部２１５に係止されるので、折込み片２４１及
び上面部２４は、折り曲げられた状態を保持し、被包装物１１を包んだ気泡シート３が箱
２に収納された状態で箱２が組み立てられる。
　なお、上述した包装手順は、一例であり、例えば、途中まで箱２を組み立てて、複数の
緩衝用シート付き包装箱１を用意しておく場合には、被包装物１１を気泡シート３で包む
ことなく、背面部２３などをも折り曲げてもよく、使用状況などによって、適宜、変更さ
れる。
【００４１】
　次に、緩衝用シート付き包装箱１は、上面部２４と左側面部２６に、送付状４１が貼り
付けられ、上面部２４と右側面部２５に、封印シール４２が貼り付けられ、折込み片２４
１と底面部２２に封印シール４２が貼り付けられ、その後、送付される。
【００４２】
　そして、図示してないが、緩衝用シート付き包装箱１の受取人は、送付状４１及び封印
シール４２を切断し、次に、上面部２４を開けて、折返し部３１を摘んで気泡シート３の
背面側の部分を、包装用粘着剤の粘着力に抗して開くことによって、被包装物１１を容易
に取り出すことができる。
　また、被包装物１１の取り出された緩衝用シート付き包装箱１は、気泡シート３が、取
付け用粘着剤の粘着力に抗して段ボール紙２０から剥がされ、紙とプラスチックとに分別
された状態で廃棄される。
【００４３】
　以上説明したように、本実施形態の緩衝用シート付き包装箱１によれば、被包装物１１
の形状や大きさが微妙に異なっている場合であっても、段ボール紙２０に予め取り付けら
れた気泡シート３が、被包装物１１を包んだ状態で箱２内に収納されるので、使い勝手、
作業性、被包装物１１に対する保護性能及び経済性などを向上させることができ、また、
資源の再利用の促進を図ることができる。
【００４４】
　以上、本発明の緩衝用シート付き包装箱について、好ましい実施形態を示して説明した
が、本発明に係る緩衝用シート付き包装箱は、上述した実施形態にのみ限定されるもので
はなく、本発明の範囲で種々の変更実施が可能であることは言うまでもない。
　例えば、上述した実施形態の箱２は、いわゆるＮ式箱とほぼ同様な構造としてあるが、
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、例えば、図示してないが、Ａ式箱、Ｂ式箱、Ｃ式箱、又は、たとう式箱などであっても
よい。
【００４５】
　また、緩衝用シート付き包装箱１は、一枚の気泡シート３を有する構成としてあるが、
これに限定されるものではない。例えば、図示してないが、複数の気泡シート３を有し、
複数の被包装物１１を包装する構成としてもよく、このようにすると、緩衝用シート付き
包装箱としての付加価値を向上させることができる。
【符号の説明】
【００４６】
１　緩衝用シート付き包装箱
２　箱　
３　気泡シート　
１１　被包装物
２０　段ボール紙
２１　正面部
２２　底面部　
２３　背面部　
２４　上面部　
２５　右側面部　
２６　左側面部
３１　折返し部　
４１　送付状
４２　封印シール　
２１１　折込み片
２１２　切欠
２１３　係合部
２１４　切込み
２１５　係入用開口部
２２１　係合用開口部
２４１　折込み片
２４２　係入部
２５１　内フラップ
２５２　折込み片
２５３　折込み片
２６１　内フラップ
２６２　折込み片
２６３　折込み片
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